
事 務 連 絡 

平成２７年１１月２０日 

 

教 職 員 各 位 

 

総務部人事課長 

 

マイナンバー収集について（通知） 

 

 １１月給与明細に同封されておりました、扶養控除等（異動）申告書の提出につきまし

て、１１月３０日（月）を提出期限としておりましたが、自治体によってはマイナンバー

の発送が遅れており、マイナンバーを記入せずに提出される方が多くなることが懸念され

ます。 

 扶養控除等（異動）申告書につきましては、提出期限を過ぎての提出でも結構ですので、

マイナンバーが届き次第速やかに提出してください。 

扶養控除等（異動）申告書につきましては、必ずマイナンバー（個人番号）を記入して

から提出されますようよろしくお願いいたします。 

 また、提出先ですが、１号館１階２番窓口の人事課人事企画・人事評価係のポストと通

知しておりましたが、５番窓口の人事課給与係に変更になりましたのでお間違えのないよ

うよろしくお願いいたします。 

 

 

本件担当： 

総務部人事課給与係（内線：5041・7020） 

kyuyo.adm@tmd.ac.jp 

 


